
家族に代わり、幼いきょうだ

いの世話をしている

障がいや病気のあるきょうだ

いの世話や見守りをしている

目を離せない家族の見守りや

声かけなどの気づかいをして

いる

日本語が第一言語ではない家

族や障がいのある家族のため

に通訳をしている

おさな しょう びょう き はな だい いち げん ご

つう やく

か ぞく か

せ わ み まも

障がいや病気のある家族の入

浴やトイレの介助をしている

障がいや病気のある家族の身

の回りの世話をしている

がん・難病・精神疾患など慢

性的な病気の家族の看病をし

ている

アルコール・薬物・ギャンブ

ル問題を抱える家族に対応し

ている

やく ぶつ なん びょう せいしん しっかん まん

せい てき かん びょうもん だい かか たい おう

にゅう

よく かい じょ

毎日の家事や家族の
世話をすることで、
不安やなやみは
ありませんか？

障がいや病気のある家族に代

わり、買い物・料理・掃除・

洗濯などの家事をしている

家計を支えるために労働をし

て、障がいや病気のある家族

を助けている

か もの りょう り そう じ

せん たく か じ

か けい ささ ろう どう

たす

ま い に ち

ふ あん

裏面も見てくださいね！

宿題をする

時間がない
遊ぶ時間がない

家族の世話のため

進路を選べない

ヤングケアラーって、なんのこと？
児童生徒向け資料

あそ じ かん

しゅくだ い

しん ろ えら

う ら め ん

たとえば、どんなことをしているの？



・ 家事や家族の世話をすることは大切なことです。

・ だけど、学校生活に影響が出たり、こころやからだ

がつらくなったりする場合は、注意が必要です。

・ あなたの話を聞いて、サポートしてくれる人は必ずい

ます。先生・友達・スクールカウンセラーや、相談窓口など、

信頼できる相手に相談してみましょう。

相談窓口
相談
方法

連絡先 対応時間

ヤングケアラー相談

サポートセンター

（ヤンサポ）

電話
メール

ＳＮＳ

0120-516-086（無料）
hokkaido.young.carer2022

@gmail.com
facebook.com/ebetsu.carers

(Facebook)
@youngcarer2022(Twitter)

平日8:45～17:30

24時間・毎日

子ども相談

支援センター

電話
メール

0120-3882-56（無料）
sodan-center

@hokkaido-c.ed.jp
24時間・毎日

児童相談所

相談専用ダイヤル
電話 0120-189-783（無料） 24時間・毎日

本資料は、次の資料を参考に作成しています。

・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/young-carer/

・北海道教育庁 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/young-carer.html

・北海道保健福祉部 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/keara_shien.html

相談できる窓口はあるの？

相談 専門機関 支援の計画 支援

相談すると、どうなるの？

家庭のサポートに詳
しい専門家に連絡し
ます。

専門家が、あなたや家族
の考えを聞きながら、ど
のようなサポートができ
るのかを考えます。

つらい時にサ
ポートできるよ
うに準備します。

令和４年７月北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課／北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課

か じ か ぞく せ わ た いせつ

えい きょう

ば あい ちゅう い ひつ よう

かならはなし き

ともだち そう だんまど ぐち

しん らい あい て

ほう ほう

れん らく たい おう

し えん

じ どうそうだんじょ

そうだんせんよう

まいにち

む りょう

そ う だ ん せ ん も ん き か ん し え ん け い か く し え ん

か てい くわ

せん もん か
かんが

じゅんび

https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/young-carer.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/keara_shien.html


令和4年4月 北海道ケアラー支援条例  施行

支える人を、

ひとりにしない。

親や祖父母、きょうだいの
介護や援助を行う18歳未満の人を

「ヤングケアラー」といいます。

とは、こんな人たちです。

ヤングケアラーの中には、

「勉強する時間がとれない」「友達と遊べない」など

悩みや不安をひとりで抱えている方がいます。

近くに困っている人がいたら、声をかけてください。

「自分はヤングケアラーかも」と思う方は、

いま困っていなくても、誰かに話してください。

障がいや病気のある家族に
代わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

家族に代わり
幼いきょうだいの
世話をしている

目を離せない家族の
見守りや声かけなどの
気づかいをしている

日本語が第一言語でない
家族や障がいのある

家族のために通訳をしている

家計を支えるために
労働をして障がいや

病気のある家族を助けている

ヤングケアラー

いじめ、不登校、友人関係、親子関係、LGBT、性被害、
家庭の事情で自分の時間がとれないなど、様々な悩みを
相談できます。（毎日24時間対応）

子ども相談支援センター
（北海道教育委員会（文部科学省））

0120-3882-56TEL

ヤングケアラーなど子どもの福祉に関する様々な相談を
受け付けています。（毎日24時間対応）

児童相談所相談専用ダイヤル
（北海道・厚生労働省）

0120-189-783TEL

ヤングケアラーに関する専門相談窓口です。
（平日8:45～17:30）

北海道ヤングケアラー
相談サポートセンター（北海道）

0120-516-086TEL

高齢の家族の介護や援助に関する相談
（地域包括支援センター）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
hf/khf/117374.html

最寄りの地域包括支援センターに
ご相談ください。

ケ
ア
ラ
ー（
介
護
者
）

支
援
に
関
す
る
相
談
先

お住まいの市町村の
相談窓口にご相談ください。

障がいのある家族の介護や援助に
関する相談(市町村窓口)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
hf/shf/carer.html

［参考］一般社団法人日本ケアラー連盟（https://carersjapan.com/）






